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平成２２年度モビリティサポートモデル事業 実施要領の改訂について 
 

平成２１年度 第２回 モビリティサポートモデル事業有識者委員会 

（平成２２年３月２５日） 

「平成２２年度モビリティサポートモデル事業」の募集開始 

（平成２２年４月１日） 

１．事業の目的 

少子高齢化社会に向けて、高齢者、障がい者等の移動制約者をはじめとする誰もが必要に応じ

移動に関する情報を入手し、快適・安心かつ安全に移動できるバリアフリー環境をソフト施策の

面からも構築することが重要です。 

モビリティサポートモデル事業（以下、「本事業」という。）では、上記の様な社会づくりを目

指した地域の先進性もしくは汎用性のある取組のうち、全国的課題の解決に資するもの、あるい

は多くの地域に共通する課題の解決に資するものについて、地方公共団体等に対して支援するも

のです。 

国土交通省は、本事業の成果を全国的に水平展開することにより、ユビキタス技術等を活用し

た移動制約者に対する移動支援サービスの普及・展開を促進することとしています。 

 

 

２．事業の概要 

（２）事業概要 

本事業は、ユビキタス技術等を活用して移動制約者をはじめとする誰もが移動に関する情報を

入手し、快適・安心かつ安全に移動できるバリアフリー環境をソフト施策の面から構築するため

の計画の作成、システムの構築、継続的運用及びこれらに必要な体制づくり等の一連の取組の実

施について、国土交通省が協議会に対して委託するものです。 

 国土交通省は、本要領に基づき提出された提案書を審査の上、有識者等を構成員とする第三者

委員会からの助言・意見を踏まえ、委託先となる協議会を選定します。選定後、国土交通省と協

議会との間で、契約条件の協議を行った上で、委託契約を締結します。 

国土交通省と委託契約を締結した協議会（以下、「委託先」という。）は、委託契約に基づき事

業を実施し、その成果物を国土交通省に提出頂きます。国土交通省は、提出された成果物を参考

に成果をまとめ、広く周知・提供することにより、ユビキタス技術等を活用した移動制約者に対

する移動支援サービスの普及・展開を促進します。 

 

 

３．募集について 

（１）応募内容 

地域の様々な課題やニーズを踏まえ、ユビキタス技術等を活用して移動制約者が移動に関す

る情報を入手し、快適・安心かつ安全に移動できるバリアフリー環境をソフト施策の面から構

１．事業の目的 

少子高齢化社会に向けて、高齢者、障がい者をはじめ誰もが必要に応じ移動に関する情報を入

手し、快適・安心かつ安全に移動できるバリアフリー環境をソフト施策の面からも構築すること

が重要です。 

モビリティサポートモデル事業（以下、「本事業」という。）では、上記の様な社会づくりを目

指した地域の先進性もしくは汎用性のある取組のうち、全国的課題の解決に資するもの、あるい

は多くの地域に共通する課題の解決に資するものについて、地方公共団体等に対して支援するも

のです。 

国土交通省は、本事業の成果を全国的に水平展開することにより、ユビキタス技術等を活用し

た移動支援サービスの普及・展開を促進することとしています。 

 

 

２．事業の概要 

（２）事業概要 

本事業は、ユビキタス技術等を活用して高齢者、障がい者をはじめ誰もが移動に関する情報を

入手し、快適・安心かつ安全に移動できるバリアフリー環境をソフト施策の面から構築するため

の計画の作成、システムの構築、継続的運用及びこれらに必要な体制づくり等の一連の取組の実

施について、国土交通省が協議会に対して委託するものです。 

 国土交通省は、本要領に基づき提出された提案書を審査の上、有識者等を構成員とする第三者

委員会からの助言・意見を踏まえ、委託先となる協議会を選定します。選定後、国土交通省と協

議会との間で、契約条件の協議を行った上で、委託契約を締結します。 

国土交通省と委託契約を締結した協議会（以下、「委託先」という。）は、委託契約に基づき事

業を実施し、その成果物を国土交通省に提出頂きます。国土交通省は、提出された成果物を参考

に成果をまとめ、広く周知・提供することにより、ユビキタス技術等を活用した移動支援サービ

スの普及・展開を促進します。 

 

 

３．募集について 

（１）応募内容 

地域の様々な課題やニーズを踏まえ、ユビキタス技術等を活用して移動に関する情報を入手

し、快適・安心かつ安全に移動できるバリアフリー環境をソフト施策の面から構築するための計
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築するための計画の作成、システムの構築、継続的運用及びこれらに必要な体制づくり、移動

支援サービスの手引き（＊１）の作成等の一連の取組について募集します。 

（＊１）移動支援サービスの手引きとは、各モデル事業の中で実施した取組を踏まえて、移動

制約者の属性に応じた移動支援情報の内容や提供方法、情報提供を行うに当たってのシステ

ムの概要などを取りまとめ成果としてまとめるものとします。 

 

 

（３）実施テーマ 

実施テーマは以下のとおりです。 

「地域特性（＊２）を考慮し、いずれかの移動制約者（＊３）の移動を円滑にするための情報提供に

よる移動支援サービス（＊４）の実施」 

（＊２）地域特性の例として以下のようなものが挙げられます。 

・公共交通機関（電車、バス）で移動する移動制約者が多い地域 

・坂や段差が多い地域 

・高齢者の割合が人口の半分を超えている過疎の地域 

（＊３）移動制約者とは、高齢者、車いす使用者、肢体不自由者（車いすを使用しない場合）、

内部障がい者、視覚障がい者、聴覚障がい者、言語障がい者、知的障がい者、精神障がい者、

発達障がい者、妊産婦、乳幼児連れ、外国人、その他（一時的なけがや病気の場合、重い荷

物を持っている場合、初めて訪れる場合、単独で移動している子供等）等を示します。 

（＊４）移動制約者に対する移動支援サービスとは、例えば、移動制約者の特性を考慮したバ

リアフリー経路案内や、歩行中に必要な注意喚起情報や緊急情報の提供等があります。いず

れかの移動制約者を対象としたサービス提供を“必ず”行うものとします。 

 

 

 

 

 

（４）実施上の条件 

以下①～④の要件を満たすものを対象とするものとする。 

①上記（３）の実施テーマが含まれる取組であること。 

②「場所情報コード」（＊５）を使用すること。 

③移動制約者等の歩行者の位置特定を行ったサービスを実施すること。 

④委託期間終了後の継続的運用を可能とするような実施体制を提案していること。 

（＊５）「場所情報コード」については、『自律移動支援システムに関する技術仕様（案）』（平

成２１年３月 国土交通省国土技術政策総合研究所）を参照して下さい。 

   http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/jiritsu/shiryou_0903_4.pdf 

場所情報コードの使用方法の例として以下のようなものが挙げられます。 

・位置特定インフラへの格納 

画の作成、システムの構築、継続的運用及びこれらに必要な体制づくり、移動支援サービスの手

引き（＊１）の作成等の一連の取組について募集します。 

（＊１）移動支援サービスの手引きとは、各モデル事業の中で実施した取組を踏まえて、移動

制約者の属性に応じた移動支援情報の内容や提供方法、情報提供を行うに当たってのシステ

ムの概要などを取りまとめ成果としてまとめるものとします。 

 

 

（３）実施テーマ 

実施テーマは以下のとおりです。 

「地域特性（＊２）を考慮し、いずれかの移動制約者（＊３）の移動を円滑にするための情報提供によ

る移動支援サービス（＊４）の実施」 

（＊２）地域特性の例として以下のようなものが挙げられます。 

・公共交通機関（電車、バス）で移動する移動制約者が多い地域 

・坂や段差が多い地域 

・高齢者の割合が人口の半分を超えている過疎の地域 

（＊３）移動制約者とは、『高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律』第２条第

１号に定める高齢者、障害者等（高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の

制限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者をいう）のほ

か、初めて訪れる場合、外国人、乳幼児連れ、重い荷物を持っている場合などが含まれます。

なお、『自律移動支援システムに関する技術仕様（案）』（平成２１年３月 国土交通省国土技

術政策総合研究所）（以下、『技術仕様（案）』という。）「1.1.1 想定しているサービスの対象

者」を参照して下さい。 

   http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/jiritsu/shiryou_0903_4.pdf 

（＊４）移動制約者に対する移動支援サービスとは、例えば、移動制約者の特性を考慮したバ

リアフリー経路案内や、歩行中に必要な注意喚起情報や緊急情報の提供等があります。いず

れかの移動制約者を対象としたサービス提供を“必ず”行うものとします。 

 

（４）実施上の条件 

以下①～④の要件を満たすものを対象とするものとします。 

①上記（３）の実施テーマが含まれる取組であること。 

②「場所情報コード」（＊５）を使用すること。 

③移動制約者等の歩行者の位置特定を行ったサービスを実施すること。 

④委託期間終了後の継続的運用を可能とするような実施体制を提案していること。 

（＊５）「場所情報コード」については、『技術仕様（案）』「2.1 場所情報コード」を参照して下

さい。 

   場所情報コードの使用方法の例として以下のようなものが挙げられます。 

・位置特定インフラへの格納 

・歩行空間ネットワークデータの「ノード」のＩＤ番号 
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・歩行空間ネットワークデータの「ノード」のＩＤ番号 

また、「場所情報コード」の割り当てについては、別途国土交通省から指示致します。 

 

（５）応募手続き 

 応募に必要な書類等は、別添様式のとおりです。ここで示す様式以外での応募は認められませ

んのでご注意ください。 

 

１）受付期間 

応募書類の提出締切は、平成２２年５月１３日（水）（１７：００必着）です。 

 

（６）選定方法 

 国土交通省は、有識者等を構成員とする第三者委員会を開催し、その委員会からの助言・意見

を参考に選定します。協議会の選定に当たっては、以下の選定を優位に評価する要件を加味し、

総合的に評価を行います。 

なお、選定された提案が特定の課題やニーズに偏らないよう、実施地域の人口等、解決しよう

とする地域の課題やニーズが多様となるよう配慮します。 

 

【選定を優位に評価する要件】 

①全国展開にふさわしい、先進性や汎用性のある提案内容であること。 

②取組による達成目標として具体的な数値目標及び達成時期を提案していること。 

③「歩行空間ネットワークデータ」（＊５）を活用した取組であること。 

（＊６）「歩行空間ネットワークデータ」については、『自律移動支援システムに関する技術仕様

（案）』（平成２１年３月 国土交通省国土技術政策総合研究所）を参照して下さい。 

   http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/jiritsu/shiryou_0903_4.pdf 

 

 

４．その他 

 

 

また、「場所情報コード」の割り当てについては、別途国土交通省から指示致します。 

 

 

（５）応募手続き 

 応募に必要な書類等は、別添様式のとおりです。ここで示す様式以外での応募は認められませ

んのでご注意ください。 

 

１）受付期間 

応募書類の提出締切は、平成２２年５月１２日（水）（１７：００必着）です。 

 

（６）選定方法 

 国土交通省は、有識者等を構成員とする第三者委員会を開催し、その委員会からの助言・意見

を参考に選定します。協議会の選定に当たっては、以下の選定を優位に評価する要件を加味し、

総合的に評価を行います。 

なお、選定された提案が特定の課題やニーズに偏らないよう、実施地域の人口等、解決しよう

とする地域の課題やニーズが多様となるよう配慮します。 

 

【選定を優位に評価する要件】 

①全国展開にふさわしい、先進性や汎用性のある提案内容であること。 

②取組による達成目標として具体的な数値目標及び達成時期を提案していること。 

③移動支援サービスを実施するために必要な「歩行空間ネットワークデータ」（＊６） 

の全部又は一部を活用した取組であること。 

（＊６）「歩行空間ネットワークデータ」については、『技術仕様（案）』「2.3 歩行空間ネットワー

クデータ」を参照して下さい。 

 

 

４．その他 

 

（３）平成２１年度モビリティサポートモデル事業について 

平成２１年度のモビリティサポートモデル事業については、全国７箇所で実施されました。その

概要につきましては、国土交通省のモビリティサポートモデル事業のホームページを参照下さい。

    http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/soukou/seisakutokatsu_soukou_tk_000025.html 

 

 

 


